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療養生活環境整備事業について 

 

 

時下益々御清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、療養生活環境整備事業につきましては、難病の患者に対する医療等に関する

法律（平成 26年法律第 50号）第 28条に基づき、難病の患者の療養生活の質の維持向

上を図ることを目的として、難病の患者及びその家族等に対する相談支援事業、難病

の患者に対する医療等に係る人材育成事業、在宅療養患者に対する訪問看護事業を実

施することができるとされているところであります。 

今般、当該事業に係る「療養生活環境整備事業実施要綱」が新たに定められ、別添

のとおり、厚生労働省健康局長より本会に対し協力方依頼がありましたので、ご連絡

申し上げます。 

同実施要綱中の第５「事業実施上の留意事項」の（１）①においては、各事業の実

施にあたり、「関係行政機関、医師会等の関係団体、関係医療機関等と連携を図り、そ

の協力を得て事業の実施に努めること。」とされておりますので、当該事業の実施につ

いて都道府県関係部局より相談等があった際には、ご対応いただきたくよろしくお願

い申し上げます。 

なお、これに伴い、「在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業につい

て」（平成 10年 4月 9日健医発第 637号保健医療局長通知）は廃止されております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管内郡市区

医師会等に対する周知方について、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

   



公益社団法人日本医師会会長殿

健発

平成

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第28条に基づき

療養生活環境整備事業を実施するにあたり、今般、別紙のとおり「療養生活環境整備事

業実施要綱」を新たに定め平成 27年4月1日から実施することとしたので、本事業の

円滑な運営について特段の御協力と御高配をお願いいたします。

なお、「在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業にっいて」(平成 10

年4月9日健医発第637号保健医療局長通知)は廃止します。
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別紙

第1 目的

療養生活環境整備事業は、莫鮪の患者に対する医療等に関する法律(平成26甲去律第50号。

以下Ⅳ却という。)第28条に基づき、莫鮪の患者及びその家族等(以下「莫鮪の患者等」とい

う。)に対する相談支援や、莫鮪の患者に対する医療等に係る人材育成、在宅療養患者に対する訪

問看護を行うことにより、莫鮪の患者の療養生活の質のネ隹持向上を図ることを目的とする。

療養生活環境整備事業実施要綱

第2 期楙a談支援センター事業

(1)概要

畦舛或で生活する期丙の患者等の日常生活における相談・支援、地"戈交流活動のイ匙隹及び枇労支

援などを行う拠寺方衝旦として、菫鮪相談支援センターを設置し、莫鮪の患者等の療養上、日常生

活上での悩みや不安等哨碕肖を図るとともに、莫鮪の患者等のもつ様々な二ーズに対応したきめ

細やかな相談や支援を通じて、ガ仙戈における支援対策を一層推進ずるものとする。

(2)実施主体

実施主体は、都道府県とする。

ただし、事業の運営の全部又は・→キ"を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託す

ることができるものとする。

(3)実施方法

都道府県は、莫鮪相談支援センターを設置し、次の事業を行うものとする。

4洛衝H談支援

寄舌、面談、日常生活用具の展示等により、療養、日常生活、各種公口勺手続き等に対する相

談・支援及て陛活1静R(イ主居、就労、公共サービス等)の提供等を行うこと。

②地§戈交薪陰等の伯ヨヲ活動に対ずる支援

レクリエーション、難病の患者等の自主的な活動、ガゆ戈住民や患者団体との交流等を図る

ための場の提供支援、医療関係者等を交えた意見交換会やセミナー等の活動支援を行うとと

もに、台城におけるボランティアの育成に努めること。

③就労支援

期丙の患者の就労支援に資するため、公共職業安定所等関係機関と連携を図り、必要な相

談・援助、f青報提供等を行うこと。

また、公共職業安定所に配置される難病患者調哉サポーターとも連携し、難病の患者の雇

用イ足進の強化を図ること。

@活蒜演・研修会の開催

医療従事者等をi棚市とした莫鮪の患者等に刻する講演会の開イ崔や、イ呆健・医療・福祉サー

ビスの実樹幾関等の職員に対する各種研彦会を行うこと。

⑤その他



特定の疾病の剛系者に留まらず、台城の実情に応じた創意工夫に基づく地"戈支援対策事業

を行うこと。

(4) 1哉員の配置

①この事業を行うに当たり、あらかじめ管理責任者を定めておくとともに、莫鮪の患者等に

対する必要な斯哉・経験等を有している難病相談・支援員を配置するものとする。

② 1哉員は、利用者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務

を通じ知り得た個人の「青報を漏らしてはならない。

(5)管理赫呈等の整備

管理責任者は、あらかじめ利用者の守るべき規則等を明示した管理赫呈を定めるものとし、利

用者に周知1散底を図らなけれぱならない。

(6)構造及U殺備

①この事業の実施に当たっては、バリアフリーに酉譜、した次に掲げる設備を備えていること

を原則とする。

ア相談室

イ談話室

ウ地,戈交流活動室掩蒜演・研彦室

工便戸斤、洗面戸斤

オ事務室

力消火設備、そのイ四E常災害に備えるために老要な設備

キその他、本事業に必要な設備

②建物は、建築基準法(昭和25甲翫聿第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又

は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。

第3 期丙患者等ホームヘノレパー養成研修事業

(1)概要

難病の患者等の多樹ヒナる二ーズに対応した適切なホームヘルプサービスの提供に必要な矢畷、

櫛をを有するホームヘルパーの養成を図ることを目的とする。

写

(2)実施主体

実施主体は、都道府県又は指定都市とする。

ただし、事業の一部又は全部を適当と認められるi拶圖機関等に委託することができるものとす

る。

(3)対象者

① j離イ郷貪法施行規則(平成Ⅱ年厚生省令第36号)に定めるj卜趨哉員棚壬者研彦課程の修了

者又は履修中の者及び平成25年度末までに介三鄭哉員基礎研虜果程、11汲課程、 2級課程、 3級

課程のいずれかの研彦をイ彦了している者
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②「障書者4毛)ホームヘルパー養成研彦事業の実施について」(平成13郷章発第263号社会・

援護局障割呆嵩動錯Π長通知)に定める居宅介麹哉員棚壬者研彦課程、F章害者居宅介詣走業者

基礎研彦課程の修了者又は履修中の者及Uミ平成25年度末までに居宅价護1走業者養成研修1級

課程、 2繊果程、 3級課程のい司弩1かの研彦を修了している者

③ネ上斜醐止士及びグ恬餅冨祉士法施行規則(E研口62年厚生省令第49号)に定めるグ恬餅動止士

養成のための実務者研彦の修了者又ほ履修中の者

④介護喬止士

上記の①から④のいずれかに該当する者で、原貝1ルして葵鮪患者等ホームヘルプサービス事業

に従事することを希望する者、従事することが確定している者又は既に従事している者とする。

(4)実施方法

①本研彦は、別添1のカリキュラムにより粥1勗f彦を行うものとする。ただし、ガ仙戈性、受講

者の希望等を考慮して、必要な科目を通Πすることは差し支えない。

②各課程の受講対象者及て陶H師寺間は次のとおりとする。

難丙郭楚課程Ⅱ

課程

難丙基確課程1

介護福祉士養成のための実務者研修の修了者又は履修

中の者、介翻鵲員基礎研修若しくは1級課程研彦の修了

者及び介護福れ比

期丙入門課程

③都道府県知事及U斗旨定都市市長は、期丙入門課倒彦了者が難丙基礎課程1の研彦を受i青す、る

場合、莫鮪基建課程1の研断斗目及て柵H師寺間のうち別添1に掲げる研断斗目及て陶刊修時間

を栃晩することができるものとする。

④イ彦了証書の交イ寸等

ア都道府県知事及て潴定都市市長は、研倒彦了者に対し修了証書及U携帯用修了証明書を

交イ寸、手るものとする。

イ都道府県知事及て賭定都市市長は、研倒彦了者について、修了証書番号、修了年月日、

氏名、生年月日、年櫛等必要事項を言識した名簿を作成し、管理するとともに、作廟髪遅

滞なく管下市町村長に遡ナナるものとする。

⑤研彦会参加費用

研彦会参加費用のうち、耕オ等に係る実費相当分については、参力暗が負担するものとする。

⑥ホームヘノレパー養成研彦事業としての指定

ア都道府県知事及て潴定都市市長は、自ら行う研彦事業の他に当該都道府県、指定都市の

区域内において、ネb餅動止協議会、農業協同組合、ネ動止公社、学校法人、医療法人、老人

クラブ等が行う類似の研彦事業のうち、適正な審査の結黙1」途定める要件をみたすものを、

本通知による特男1肝f彦事業として指定することができるものとする。

イ指定された特牙1伺刊虜事業の実施者は、研倒彦了者に対し修了証書及て驍帯用修了証明書

介翻哉員棚壬者研彦課程の修了者又1よ履修中の者、2級

課程研修の修了者及び介護倫古祉士

受講対象者

障害者居宅介護従業者基礎研彦課程の修了者又は履修

中の者、 3級課程研彦のイ彦了者及び介護;冨祉士

時間

特呂1伺刊彦

6時間

特呂1伺刊彦

4時間

特月1伺刊彦

4時間



を交イ寸司、るものとする。

ウ都道府県知事及て潴定都市市長は、研倒彦了者のうち、④のイに定める名簿への登載を

希望する者については、④のイに準じ適陛に取り扱うものとする。

⑦その他

ア都道府県知事及て沸定都市市長は、本事業の実施に当たって、福祉人材センター、福祉

人材バンク等との汗分な連携を図るものとし、又、グ離実習・普及センターについても活

用を図るものとする。

イ都道府県知事及て井旨定都市市長は、現にホームヘルパーとして活動している者のうち、

特別研彦を受講していない者等が業務の内容に応じた資質の向上を図れるよう適切な配

慮を行うものとする。

ウ研彦の実施に当たっては、テキストに加え、副諄U本の活用や視聴、覚桝オの活用等を図る

ものとする。

(5)事業期間

事業期間は、同一患者につき1力年をF艮1宴とする。ただし、必要と認められる場合は、その期

第4 在宅人工叩及器吏用患者支援事業

(1)概要

人工叩及器を装着していることについて特別の酉礁、を必要とする莫鮪の患者に対して、在宅に

おいて適切な医療の確保を図ることを目的とする。

(2)実施主体

実施主体は、都道府県とする。

(3)対象患者

法第5条に規定する指定葵鮪の患者及て階定疾患治療研究事業対象疾患鳥者で、かつ、当該指

定期丙及び刻象疾患を主たる要因として在宅で人工叩及器を使用している患者のうち、医師が訪

問宥護を必要と認める患者とする。

(4)実施方法

①都道府県は、本事業を行うに適当な訪問宥護ステーシ、ヨン(指定訪問看護事業都§当該指定

に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)又は訪問宥護を行うその他の医療機関

(以下「訪問看護ステーション等医寮幾関」という。)に訪鳥巳看護を委託し、必要な費用を交

イ寸することにより行うものとする。

②育傾の費用の額は、診療訓矧において、在宅患者訪ル曙護・キ旨潮!斗又は高齢者の医療の確保

に関する法律(H研口58甲去律第80号)第78条に規定する訪問看護療養費を算定する場合に

は原則として1日につき4回目以降(ただし、特別な事清により複数の訪問看護ステーショ

ン等医療機関により訪問看護を実施する場合にはこの限りではない。)の訪問看護について、

患者1人当たり年間 260 回(以下に掲げる樹列措置として実施する場合を含む)をF艮宴とし

て、別添2により支払うものとする。
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間を更辛斤できるものとする。

(6)特定疾患対策協鬻会等との関停、

各都道府県に設置される特定疾患対策協議会*等は、都道府県知事からの要請に基づき、この事

業の実施に必要な参考意見を具申するものとする。

(フ)報告

都道府県知事は、本事業を委託した訪問看護ステーション等医側幾関に対し、毎月、報告書の

提出を求め、その写しを厚生労働省'に遡寸ナるものとする。

第5 事業実施上の留意亨頁

(1)都道府県等は、療養生活環境整仁苗事業を実施するに当たっては、次の亨頁に留意するものと

すること。

①鬪剰テ測幾関、医師会等の関係団体、関停、医療機関等と連携を図り、その協力を得て事業の

円滑な実施に努めること。

②事業の実施上知り得た事実、特に個人が特定される「青報(個人情報)については、特に,1真重

に取り扱うとともに、そのイ呆護に十加藹するよう、関係者に対して指導すること。

③地或住民及び医療闘系者に対し、広報誌等を通じて事業の周知を図るものとすること。

(2)都道府県は、期丙卜R談支援センター事業を実施するに当たっては、地或の実↑青や莫鮪の患者

等の意向等を踏まえ、鬪系機関と連携を図りつつ、莫鮪の患者等の利便陛を十分酉論、した事

業の実施に努めること。

なお、莫倒餅口談支援センターは、凱仙戈の実情に応じて、同・一都道府県において複数箇沸艾置

することができるものとする。

第6 成果の報告

都道府県等は、別に定めるところにより、厚生労働大臣に対し、各事業の実施成果を報告する

ものとする。

第7 国の補助

国は、都道府県等がこの実施要綱に基づいて実施する事業のために支出した経費については、

厚生労働大臣が別に定める「感測」正予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」に基づき、予算

の範囲内で補助するものとする。



回到
莫鮪患者等ホームヘルパー養成研彦事業特呂1冊H修におけるカリキュラム、免噺斗目及御寺間

1 特号1肝f彦カリキュラム

①莫鮪基階課程Ⅱ

①莫鮪に関する行政施策

ア難丙のイ呆健・医療・ネ醐飾U度Ⅱ

②難丙に関する鄭撒畷Ⅱ

ア期丙の基礎知識Ⅱ

イ難病患者の心理判勺援助法

③難丙に関する子離の実際

ア莫鮪に関する介護の事例検討等

②莫鮪基礎課程1

①期丙に関する行政施策

ア期丙の保健・医寮・喬飾リ度1

②莫鮪に関する基懲Π識1

ア期丙の基礎矢鳴哉1

イ莫鮪患者の心理及ひ家族の琳早

③莫鮪入門課程

①期丙に関する行政施策

ア莫鮪のイ呆健・医療・ネ勘飾U度1

②期丙に関する基礎知識

ア莫鮪入門

イ葵鮪患者の心理及ひ家族の琳早

、

合計

小計

2 特呂1飼H彦免噺斗目及御寺間

①莫鮪に関する行政施策

聾鯆のイ呆健・医療・ネ勘飾"度1

②莫鮪に関する基礎矣席哉1

葵鮪患者の心理及ひ家族の琳¥

6時間

1時間

1時間

4時間

3時間

1時間

1時間

1時間

小計

/1信十

合計

d信十

4時間

1時間

1時間

3時間

2時間

1時間

小計

合計

小計

4時間

1時間

1時間

3時間

2時間

1時間

、

小計

(1時間)

(1時間)
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趣逐回

1 原則

1日につき4回目以降の訪問看護の費用の額は、次により支払うもの・とする。

なお、複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合には、②から

⑤に係る該当区分の費用を支払うものとする。

在宅人工叩及器吏用患者支援事業訪問看護の費用の額

①医師による訪問看護指科斗 1月に1回に限り 3,000円

②訪問看護ステーションが行う保餅市、助産師、看'護師、理学療法士、イ乍業療法士又は

言語聴覚士による訪問看護の費用の額

1回につき 8,450円

③訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額

1回につき 7,950円

④その他の医劉幾関が行うイ呆傑市、助産師、看護師、理学療法士、イ乍業療法士又は言語

聴覚士による訪問看護の費用の額

⑤その他の医療機関が行う准看護師による訪問宥護の費用の額

2.樹列キ昔置

1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、樹列措

置として3回目に対して次の費用を当面の間支払うものとする。

①保剛市、助赴市、看護師、理学療法士、イ乍業療法士又は言諦恵覚士による訪問宥護の

費用 1回につき 2,500円

②准宥護師による訪ル見看護の費用 1回につき 2,000円

1回につき 5,050円

1回につき5,弱0円


